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ジュニアライフセービングクラブ事業の会員対象学年の指定について（通知） 

 

ジュニアライフセービングクラブ事業規則（令和７年４月 17 日付け新宮 LSC 規則第１号）第３条第

１項に基づき、令和７年度のジュニアクラブの会員対象学年を下記のとおり指定し、通知します。 

 

記 

 

１．令和７年度ジュニアクラブ（ShinguNippers）会員対象学年 

令和７年度においては、小学２年生から小学４年生までとする。 

 

２．その他 

指定した学年以外であっても、小学１年生から小学６年生までの児童で理事会が特に必要と認めた

場合は、入会を認めることがある。 

 

以 上  


